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故
　
岩
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績

【
著
書
（
共
編
著
）】

『
政
治
社
会
学
』
一
藝
社
　
二
〇
〇
四
年

『
日
本
の
連
立
政
権
』
八
千
代
出
版
　
二
〇
一
八
年

【
著
書
（
共
著
）】

『
管
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
学
陽
書
房
　
一
九
八
四
年

『
危
機
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
学
陽
書
房
　
一
九
八
五
年

『
投
票
行
動
と
政
治
意
識
』
慶
応
通
信
　
一
九
八
六
年

『
日
本
の
総
選
挙
　
一
九
八
六
年
』　
九
州
大
学
出
版
会
　
一
九
八
七
年

『
現
代
の
政
治
Ⅰ

─
日
本
の
選
挙
と
政
党
政
治
』
北
樹
出
版
　
一
九
九
七
年

『
メ
デ
ィ
ア
と
公
共
政
策
』
芦
書
房
　
一
九
九
九
年

『
国
家
の
ゆ
く
え

─
二
一
世
紀
世
界
の
座
標
軸
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
一
年

『
政
治
学
・
行
政
学
の
基
礎
知
識
』
一
藝
社
　
二
〇
〇
四
年

『
地
球
型
情
報
化
の
危
機

─
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
断
面
図
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
五
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
二

『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
管
理
論
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
六
年

『
演
習
ノ
ー
ト
　
政
治
学
』
法
学
書
院
　
二
〇
〇
七
年

『
比
較
政
治
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

─
二
一
世
紀
の
政
策
課
題
と
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
一
五
年

『
な
ぜ
日
本
型
統
治
シ
ス
テ
ム
は
疲
弊
し
た
の
か

─
憲
法
学
・
政
治
学
・
行
政
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　

二
〇
一
六
年

【
学
術
論
文
】

「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
政
治
的
効
果

─
第
一
三
回
参
院
選
に
お
け
る
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
分
析
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研

究
科
論
文
集
』
第
二
〇
号
　
一
九
八
五
年

「
意
識
調
査
に
み
る
『
若
者
の
政
治
離
れ
』」『
改
革
者
』
一
月
号
　
一
九
八
六
年

「
政
治
的
争
点
と
世
論
形
成
過
程

─
沈
黙
の
螺
旋
理
論
の
実
証
研
究
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
二
巻  

一
九
八
九
年

「
争
点
報
道
と
争
点
選
択

─
議
題
設
定
機
能
の
検
証
」『
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
年
報
』
第
三
三
号
　
一
九
八
九
年

「
地
方
選
挙
の
争
点
形
成
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
都
市
問
題
』
第
八
二
巻
第
一
〇
号
　
一
九
九
一
年

「
地
方
紙
の
社
会
的
役
割
と
経
営
戦
略

─
朝
日
新
聞
と
埼
玉
新
聞
の
内
容
分
析
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
四
巻
第
一
号
　
一
九
九
一
年

「
地
方
政
治
と
情
報
化

─
都
・
県
議
会
議
員
の
情
報
度
調
査
」『
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
年
報
』
第
三
八
号
　
一
九
九
二
年

「
予
測
報
道
と
投
票
行
動
の
決
定

─
九
二
年
の
参
議
院
選
挙
の
分
析
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
五
巻
第
一
号
　
一
九
九
二
年

「
日
米
摩
擦
報
道
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一
二
号
　
一
九
九
三
年



故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

一
三

「
選
挙
制
度
と
世
襲
議
員
」『
改
革
者
』
七
月
号
　
一
九
九
三
年

「
地
方
紙
の
報
道
と
販
売
戦
略
」『
政
経
研
究
』
第
三
〇
巻
第
三
号
　
一
九
九
四
年

「
予
測
報
道
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
効
果

─
第
四
〇
回
衆
議
院
選
挙
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
三
〇
巻
第
四
号
　
一
九
九
四
年

「
東
京
都
知
事
選
に
お
け
る
無
党
派
層
の
投
票
行
動
」『
選
挙
研
究
』
第
一
一
号
　
一
九
九
六
年

「
無
党
派
層
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
世
界
と
議
会
』
一
二
月
号
第
三
九
八
号
　
一
九
九
六
年

「
日
本
に
お
け
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
政
経
研
究
』
第
三
三
巻
第
四
号
　
一
九
九
七
年

「
政
党
支
持
な
し
層
と
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」『
政
経
研
究
』
第
三
四
巻
第
三
号
　
一
九
九
八
年

「『
無
党
派
層
』
と
政
治
意
識
の
変
化

─
新
た
な
無
党
派
層
の
出
現
と
意
味
」『
政
経
研
究
』
第
三
四
巻
第
四
号
　
一
九
九
八
年

「
政
権
を
左
右
す
る
世
論
の
パ
ワ
ー
」『
改
革
者
』
第
三
九
巻
第
六
号
　
一
九
九
八
年

「
一
九
九
八
年
参
議
院
選
挙
と
情
勢
報
道
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
一
号
　
一
九
九
九
年

「
世
論
と
政
権

─
内
閣
支
持
率
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
号
　
一
九
九
九
年

「
政
党
に
対
す
る
失
望
と
個
人
へ
の
期
待
感

─
投
票
行
動
に
み
る
石
原
都
知
事
誕
生
の
深
層
断
面
」『
改
革
者
』
第
四
〇
巻
第
六
号
　

一
九
九
九
年

「
情
報
流
通
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ

─
韓
国
に
お
け
る
日
本
情
報
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
四
号
　
二
〇
〇
〇
年

「
世
論
・
政
治
・
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」『
桜
文
論
叢
』
第
五
五
巻
　
二
〇
〇
二
年

「
世
論
と
政
治

─
政
治
不
信
と
マ
ス
コ
ミ
」『
世
界
と
議
会
』
第
四
五
七
号
　
二
〇
〇
二
年

「
内
閣
支
持
率
と
政
治
報
道
」『
法
学
紀
要
』
第
四
四
巻
　
二
〇
〇
三
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
四

「
政
策
な
き
政
権
運
営

─
小
泉
政
治
の
出
口
な
き
特
質
」『
改
革
者
』
八
月
号
　
二
〇
〇
五
年

「
黎
明
期
の
ネ
ッ
ト
選
挙

─
ど
う
す
る
？
ど
う
な
る
？
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
選
挙
運
動
」『C

Y
B

E
R

 S
E

C
U

R
IT

Y
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

』
第
七
巻
第
七
五
号
　
二
〇
〇
六
年

「
地
方
政
治
と
情
報
化

─
都
道
府
県
議
会
議
員
調
査
を
中
心
に
」『
政
経
研
究
』
第
四
二
巻
第
三
号
　
二
〇
〇
六
年

「
メ
デ
ィ
ア
政
治
の
行
方
」『
公
明
』
一
一
月
号
　
二
〇
〇
六
年

「
政
治
と
メ
デ
ィ
ア
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
七
〇
号
　
二
〇
〇
七
年

「
ネ
ッ
ト
選
挙
の
可
能
性
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
二
号
　
二
〇
〇
九
年

「
世
論
と
世
論
調
査
報
道
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
　
二
〇
〇
九
年

「
メ
デ
ィ
ア
政
治
と
世
論
」『
政
経
研
究
』
第
四
六
巻
第
二
号
　
二
〇
〇
九
年

「
第
四
五
回
総
選
挙
の
分
析

─
民
主
党
の
勝
因
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
三
号
　
二
〇
一
〇
年

「
補
欠
選
挙
の
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
号
　
二
〇
一
三
年

「
政
治
制
度
の
再
検
討

─
二
院
制
と
選
挙
制
度
を
中
心
に
」『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
四
号
　
二
〇
一
三
年

「
一
八
歳
選
挙
権
引
き
下
げ
は
選
挙
を
変
え
ら
れ
る
の
か
？

─
公
選
法
改
正
に
み
る
現
代
選
挙
事
情
」『
改
革
者
』
第
五
六
巻
第
六
号
　

二
〇
一
五
年

「
舛
添
問
題
に
見
る
政
治
資
金
規
正
法
の
不
備

─
政
治
資
金
を
問
題
化
し
な
い
た
め
に
」『
改
革
者
』
第
五
七
巻
第
九
号
　
二
〇
一
六
年



故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

一
五

【
研
究
ノ
ー
ト
】

「
政
権
交
代
後
の
政
治
報
道
に
関
す
る
考
察

─
民
主
党
政
権
と
取
材
体
制
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
六
号
　
二
〇
一
三
年

「
参
議
院
議
員
選
挙
制
度
改
革
に
関
す
る
考
察
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
九
号
　
二
〇
一
六
年 

【
資
料
（
単
独
）】

「
日
韓
調
査
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
　
二
〇
〇
〇
年

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
教
育
調
査
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
四
〇
巻
第
一
号
　
二
〇
〇
三
年

【
翻
訳
（
単
独
）】

「
ポ
ー
・
サ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク
　
現
代
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
党
制
と
選
挙
の
趨
勢
」『
選
挙
研
究
』
第
一
号
　
一
九
八
六
年

【
翻
訳
（
共
同
）】

『
国
家
興
亡
論

─
「
集
合
行
為
論
」
か
ら
み
た
盛
衰
の
科
学
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
社
　
一
九
九
一
年

【
そ
の
他
】

「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
過
程
」『
桜
門
春
秋
』
第
六
五
号
　
一
九
九
五
年

「
政
治
意
識
の
諸
相
」『
選
挙
研
究
』
第
二
一
号
　
二
〇
〇
六
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
六

【
学
会
報
告
（
単
独
）】

「
売
上
税
法
案
に
み
る
新
聞
報
道
の
影
響
」
日
本
新
聞
学
会
　
一
九
八
七
年

「
地
方
新
聞
の
経
営

─
社
会
的
意
義
と
役
割
」
日
本
新
聞
学
会
　
一
九
九
一
年

「
日
本
に
お
け
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
九
六
年

「
テ
レ
ビ
の
政
治
的
役
割
に
関
す
る
史
的
分
析
」
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
第
二
七
期
第
一
七
回
研
究
会
　
二
〇
〇
〇
年

「
日
本
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
政
治
」
第
一
〇
回
日
韓
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
」　
二
〇
〇
二
年

【
学
会
報
告
（
共
同
）】

「
選
挙
の
争
点
分
析

─
有
権
者
の
争
点
と
新
聞
の
争
点
報
道
に
関
す
る
考
察
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
八
四
年

「
東
京
都
議
選

─
投
票
行
動
と
地
域
特
性
、
財
政
、
政
治
意
識
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
八
五
年

「
情
報
化
と
政
治
リ
ー
ダ
ー

─
国
会
議
員
の
情
報
化
調
査
を
ふ
ま
え
て
」
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
　
一
九
九
二
年




